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消費者庁が行ってきたリスクコミュニケーションは、
平成23年に発生した東京電力福島第一原子力発電所の
事故を受け、食品中の放射性物質が中心。
ほかに、消費者の関心が高いテーマ（健康食品、

食品安全全般）で実施。

食品安全に関するリスクコミュニケーション

1

（年度） 2022年度は１月末時点

主なテーマ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 合計

食品中の放射性物質 45 175 99 99 100 100 108 136 111 79 99 120 1,271 

牛海綿状脳症(BSE) － 2 2 － － 2 － － － － － － 6

健康食品 3 － 3 2 2 2 5 8 5 1 1 3 35

輸入食品 － 3 － － － 1 － － － － 1 － 5

農薬 － － － 1 2 － － － － － 2 － 5

食中毒 － － － － 4 － － － － 1 1 － 6

食品添加物 1 1 1 1 1 1 － 6

食品安全の考え方 － － － － 3 3 21 26 38 19 7 24 141

合計 48 180 104 102 111 109 135 171 155 101 112 147 1,475 
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消費者庁が行う食品安全に関するコミュニケーションへの支援

●対象機関：地方公共団体等
●対象事業：食品安全に関する講演会、意見交換会、勉強会等

イベント等において食品安全情報を発信する取組 等
●支援内容（例）：

地方公共団体等が行う食品安全に関するコミュニケーション等の取組を支援しています。

当庁と共催の場合 当庁と共催でない場合
講師 講師の紹介と旅費及び謝金の

負担（当庁職員の派遣も可）
講師の紹介
（当庁職員の派遣も可）

会場 借料の一部（又は全部）の負
担 －

その他
パンフレット「食品と放射能Q&A」、「健康食品Q&A」等
の提供
• 参考となる運営マニュアルやシナリオ例の提供
• 過去の事例紹介、企画・運営等に対する助言※ 等

※共催の場合に限る

次年度も同様の通知を発出予定
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消費者向けの情報提供
大臣メッセージ
東電福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出と日本の食品の安全性について

ALPS処理水の海洋放出と日本産食品の安全性確保について、国内外の消費者の理解
の増進を図るため、消費者及び食品安全担当大臣としてYouTubeを通じ日本語、英語、
中国語（簡体字・繁体字・広東語）及び韓国語により発信しました。

QRコードよりご確認いただけます
（YouTube 約2分）
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消費者向けの情報提供

【食品中の放射性物質】

【健康食品】

健康食品Q&A
（第２版）

健康食品５つの問題

・地方公共団体等の消費相談等窓口での
配布・希望者に無償で提供

パンフレット Webサイトへの掲載

SNS
【Twitter】食品と放射能Q&Aミニ

（改訂第８版）
食品と放射能Q&A

（改訂第16版）

HP

【Facebook】

【Youtube】

【特設サイト】 【食品安全に関する取組】
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食品と放射能に関する正しい理解の増進
食品に関するリスクコミュニケーション

「食品中の放射性物質のこれからを考える」の実施
一般消費者及び大学生を対象として、放射性物質の基礎知識や流通している食品中の放射性物質の

現状について、学識経験者及び行政からの情報提供や、生産者、事業者等の関係者を交えた意見交換
を行いました。

【一般消費者を対象とした意見交換会】

• 東京会場
日 時：令和４年11月28日（月）13:30~16:00
場 所：CIVI研修センター秋葉原

• 大阪会場
日 時：令和４年12月14日（水）13:30~16:00
場 所：新大阪丸ビル別館

【大学生を対象とした意見交換会】

• 産業医科大学
日時：令和４年７月13日（水）13:00～14:30

• 立命館大学
日時：令和４年11月４日（金）９:00～10:30

• 東京農業大学
日時：令和４年11月10日（木）10:40～12:10

• 東日本国際大学
日時：令和５年１月24日（火）14:30～16:00

※開催の模様については、消費者庁WEBサイトで公開
「食品に関するリスクコミュニケーション」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/risk_communication/6

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/risk_communication/


子育て世代等向け情報発信（オンラインと実開催）

東京理科大学の川村康文教授による「放射線って
なぁに？」及び子どもに親しみやすいキャラクター
を使った紙芝居による「食中毒を防ぐ方法は？」の
オンライン授業を実施。

東京の日比谷公園におけるイベントに出展。特設ス
テージでの「キッズ教室」や、会場内のチェックポ
イントをまわるスタンプラリー、テント内のパネル
展示を行い、食中毒予防や食品中の放射性物質に関
する情報提供を実施。

学研キッズフェス2022秋
Farm Love with 

ファーマーズ&キッズフェスタ2022

【放射線ってなぁに？】 【食中毒を防ぐ方法は？】

【キッズ教室】

【スタンプラリー】【テント内パネル展示】
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Learn Marche 
～太平洋(岩手・宮城・福島・茨城)のいまを知って、おいしさ実感!～

特産品を揃えたマルシェや、特産品の魅力と食品の安全性を正しく知るためのトークショー、
パネル展示など、食品中の放射性物質などについて触れるイベントを横浜・東京で開催。
家族連れや外国人など幅広い層の方々の参加がみられました。

トークショー

体験コーナー

展示コーナー

マルシェ
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風評被害に関する消費者意識の実態調査
【目的】

被災県の農林水産物等について、消費者が買い控え行動をとっている場合の理由
等を継続的に調査し、今後のリスクコミュニケーションでの説明内容を始めとする
各般の風評被害対策及び消費者理解の増進等に関する取組に役立てる。

【調査対象地域】以下に居住する20～60歳代の男女（回答数5,176人）
○ 被災県：岩手県、宮城県、福島県、茨城県
○ 被災県産農産物の主要仕向先県等：

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県
回数 実施時期 回数 実施時期

第１回 2013（平成25）年２月 第９回 2017（平成29）年２月

第２回 ８月 第10回 ８月

第３回 2014（平成26）年２月 第11回 2018（平成30）年２月

第４回 ８月 第12回 2019（平成31）年２月

第５回 2015（平成27）年２月 第13回 2020（令和２）年２月

第６回 ８月 第14回 2021（令和３）年１月

第７回 2016（平成28）年２月 第15回 2022（令和４）年３月

第８回 ８月 第16回 2023（令和５）年１月
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○ 放射性物質を理由に購入をためらう食品の産地
※産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」
と回答した者に対し、購入をためらう産地を尋ねたもの

「風評被害に関する消費者意識の実態調査」の概要

福島岩手・宮城・福島

茨城・栃木・群馬

東北６県
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事故情報データバンク

○2009年度以降の食品、製品、
サービス等による事故情報を登
録
⇒約34万件の消費生活上の事故
情報を検索可能

○事故発生日、発生場所、事故状
況、被害の程度等の事故の概要
等を掲載

〇厚生労働省からは食中毒統計資
料の食中毒事件一覧速報及び食
中毒部会後の確定内容を登録

○消費者庁と国民生活センターが
連携して運用

概要

○事故情報データバンクは消費者庁に集約された事故情報を公表するデータベース

消費者庁、厚生労働省、経済産業省、農林水産省、国土交通省、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、日本司法支
援センター（法テラス）、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人国民生活センター、全国の消費生活セン
ター、公益財団法人日本中毒情報センターの情報を登録

サイト画面

URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/
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消費者庁リコール情報サイト
○関係機関や地方公共団体、事業者等が発信している回収や無償修理等の情報を集約し、消費者に情報提供する
ため、2012年４月より運用開始（１か月当たりのアクセス数：約240万件）。
※関係機関：国土交通省（自動車）、厚生労働省（医薬品、化粧品、食品衛生等）、経済産業省（家電製品、住居品等）、
消費者庁（食品表示）、医薬品医療機器総合機構【PMDA】（医薬品等）、製品評価技術基盤機構【NITE】（製品）など

○商品カテゴリーまたはキーワードによるリコー
ル情報が検索可能

○高齢者向け・子ども向け用品のリコール情報等、
対象者別に集約
※子ども向け用品：子ども向け用品及び食品のアレルギー
物質の表示欠落に関する情報

〇食品に関するリコール情報は厚生労働省「食品
衛生申請等システム」に登録されている主な情
報を掲載

〇リコール関連のニュースリリースや、食品衛生
申請等システムの案内、製品安全に関する相談
先、海外のリコール情報なども表示

○日々更新されるリコール情報をメールマガジン
で配信

概要 サイト画面

URL：https://www.recall.caa.go.jp12
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令和４年度全国生活衛生・

食品安全関係主管課長会議資料

消費者庁表示対策課

ヘルスケア表示指導室
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令和４年３月 31 日 

認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示
に関する改善指導及び一般消費者等への注意喚起について 

消費者庁は、インターネット広告において認知機能に係る機能性を標ぼうす

る機能性表示食品に対し、届出後の事後チェックとして、景品表示法（優良誤

認表示）及び健康増進法（食品の虚偽・誇大表示）の観点から表示の適正化に

ついて改善指導（別紙１）を行うとともに、ＳＮＳを通じて一般消費者等への

注意喚起（別紙２）を行いました。 

認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品については、令和４年２

月末現在で 223 件の商品が販売されているところ、これら商品は、対象者の範

囲や認知機能の作用領域に関する届出表示の内容が複雑で一般消費者に誤認さ

れやすいこと、認知機能が改善できることを強調した誇大広告においては、認知

症や物忘れが予防・改善できるものと一般消費者に誤認されやすく、そのような

誤認が生じた場合、適切な診療等の機会を逸してしまうおそれがあることなど

を踏まえ、主に令和４年２月、現行販売されている商品のインターネット広告に

ついて、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制（事

後チェック）の透明性の確保等に関する指針」（令和２年３月 24 日消表対第 518

号、消食表第 81 号消費者庁次長通知）に基づき、景品表示法（優良誤認表示）

及び健康増進法（食品の虚偽・誇大表示）の観点から一斉監視を行いました。 

その結果、当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認すること

を防止する観点から、①景品表示法及び健康増進法に基づき、物忘れや認知症の

治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示をしていた

３事業者３商品に対して改善指導を行うとともに、②健康増進法に基づき、届出

された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた 112 事業者 128 商品に対して改

善指導を行いました（別紙１）。 

また、改善指導の対象となった事業者がオンライン・ショッピングモールに出

店している場合には、当該オンライン・ショッピングモール運営事業者に対して

も情報提供を行いました。 

消費者庁では、引き続き、機能性表示食品の適正な広告表示の確保の観点から、

継続的な事後チェックを実施してまいります。 

News Release 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁 表示対策課 

電 話：03-3507-8800（代表） 

ホームページ：https://www.caa.go.jp/
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＜別紙１＞ 

指導件数 表示されていた機能性等の例 

景品表示法及び健康増

進法に基づく改善指導 

【３事業者３商品】 

 

〇物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的

効果効能が得られるかのような表示 

・「認知症予防の救世主〇〇大学教授監修」と表示 

・「2025 年には 65 歳以上の５人に１が認知症に」

と表示 

・「認知症は物忘れだけではありません！、トイレ 

で用を足せない、徘徊する、暴言を吐く、幻覚を

見る、異性に抱きつく、暴力を振るう、不潔なま

までいる、認知症の原因は 40 代から始まってい

る！」と表示 

 ・「認知症の代表的疾患であるアルツハイマー病

は、記憶をつかさどる海馬の萎縮が脳全体で起

きることにより発症」と表示 

 ・「海馬の委縮は、脳細胞を死滅させてしまう『ア

ミロイドβ』というタンパク質が 40 代から数十

年かけて脳に蓄積していくことで引き起こされ

る。そのため、認知機能を維持しておくには少し

でも早めの対策が必要。」と表示 

・「認知症は早めに対策すれば発症や悪化を防げ

る」と表示 

 ・「アルツハイマー病モデルマウスが野生型マウス

と同程度まで記憶障害が改善」と表示 

 

〇届出表示の一部を切り出して強調することで、届

出された機能性の範囲を逸脱した表示 

・届出表示の内容が「認知機能の一部である空間 

認知能や場所を理解するといった記憶力を維持

する機能があることが報告されています」と限

定されているにもかかわらず、「記憶力維持！」

と表示 

・届出表示の内容が「人の顔や物を置いた場所、戸

締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の

一部である視覚的な記憶力を維持する機能が報

告されています。」と限定されているにもかかわ
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指導件数 表示されていた機能性等の例 

らず、「認知機能を維持する」と表示 

 

〇機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにも

かかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを

列挙した表示 

・「あなたも『脳疲労』が蓄積していませんか？脳

疲労の典型的な初期症状とは？よく眠れな

い・・・、便秘気味・・・、食事がおいしくない・・・、

脳疲労は万病のもと！〇〇で脳の酸化を防ぎま

しょう！」と表示 

・「あなたや身近なご家族にこんな事、起きてませ 

んか？☑一度聞いたことを聞き返してしまう、

☑探し物が増えるようになった、☑スケジュー

ルを忘れてしまう、☑家族に心配されることが

多くなった、☑大事な要件を忘れることがある、

☑コミュニケーションがうまくいかない、１つ

でも当てはまれば記憶力や認知機能が低下して

いるかもしれません。」と表示 

 

〇届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認

を受けているかのような表示 

・「機能性表示食品の取得、機能性表示食品とは安 

全性、科学的根拠を満たし、適切に情報提供を行

うことが消費者庁により確認された商品です。」

と表示 

 

〇実験結果及びグラフを用いることにより、届出さ

れた機能性の範囲を逸脱した表示 

・届出表示の内容が「認知機能の一部である空間 

認知能や場所を理解するといった記憶力を維持

する機能があることが報告されています」であ

るにもかかわらず、「高齢者の『徘徊』『転倒』に

関連する『場所を認識する能力』が改善すること

が明らかに！」と、低下した認知機能が有意に改

善した試験結果が得られたことを強調したグラ
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指導件数 表示されていた機能性等の例 

フを表示 

健康増進法に基づく改

善指導 

【112 事業者 128 商品】 

〇届出された機能性の科学的根拠が得られた対象者

の範囲が限定されているにもかかわらず、当該対

象の範囲外の者にも同様の機能性が期待できるも

のと訴求する表示 

・対象者が中高年であるにもかかわらず、「受験生

の考える力を鍛えるために」、「こんな方におす

すめ、勉強をがんばる学生」、「学校・塾でお子様

の集中力アップに」と表示 

 

〇届出表示の一部を切り出して強調することで、届

出された機能性の範囲を逸脱した表示 

・届出表示の内容が「中高年の方の認知機能の一部

である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す

能力）を維持することが報告されています。」と

限定されているにもかかわらず、「記憶力を維持

する」と表示 

・届出表示の内容が「健常な中高齢者の認知機能

の一部である記憶力（言葉や見た物の思い出す

力）の維持をサポートする機能が報告されてい

ます。」であるにもかかわらず、「認知機能改

善」と表示 

・届出表示の内容が「加齢によって低下する脳の

血流を改善し、認知機能の一部である記憶力

（日常生活で生じる行動や判断を記憶し思い出

す力）を維持することが報告されています。」

であるにもかかわらず、「脳の血流を改善」と

表示 

 

〇機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにも

かかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを

列挙した表示 

 ・「こんなことありませんか？あれはどこにしま

ったかしら・・・。最近よく忘れてしまう。人

の名前をよく忘れるようになった。日付もとっ

17



 

 

指導件数 表示されていた機能性等の例 

さに聞かれると出てこない。ひょっとするとそ

れは・・・。加齢と共に起きる認知機能の一部

（記憶力）の低下によるものかもしれません。

☑よく知っている人の名前のはずなのに出てこ

ない、☑物をしまった場所がわからなくなる、

☑時間や場所の感覚が不確かになり、約束事を

間違えるようになった、☑曜日や月を聞かれて

とっさに答えられない、☑数日前の会話が思い

出せない、☑本の内容やテレビの筋がわからな

くなる」と表示 

・「記憶力や物忘れが気になる方に、☑近頃、物忘

れが・・・、☑漢字がすぐに思い出せない、☑さ

っき聞いたことが出てこない、☑最近、記憶に自

信がなくなってきた、☑あの人誰だったか

な・・・、☑お店の名前が思い出せない、☑言お

うとしている言葉がすぐに出てこない、☑そん

なこと言ったかしら？」と表示 

・「年齢とともに低下する認知機能に不安を感じた

ら。最近、こんな『変化』を感じていませんか？

知人の名前が出てこない、鍵をかけたか不安に

なる、車の運転に不安がある、集中力が続かな

い、漢字が思い出せない」と表示 

 

〇届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認

を受けているかのような表示 

・「認知機能の機能性表示（臨床試験による）取得

食品」と表示 

・「『機能性表示食品』に認定！認知機能の低下を抑

制する効果が期待されるとして、消費者庁の機

能性表示食品に、全国で初めて認定されまし

た。」と表示 

 

〇実験結果及びグラフを用いることにより、届出さ

れた機能性の範囲を逸脱した表示を行う場合 

 ・届出表示内容が「加齢に伴って低下する記憶力

18



指導件数 表示されていた機能性等の例 

（手がかりをもとに思い出す力）を維持するこ

とが報告されています。」であるにもかかわら

ず、「12 週間摂取し続けたところ、『記憶力』に

関する試験である視覚性対連合記憶試験におい

て、有意な改善が確認できました。」と、低下

した認知機能が有意に改善した試験結果が得ら

れたことを強調したグラフを表示 

・届出表示内容が「健常な中高年の方の加齢に伴

い低下する認知機能の一部である記憶力、空間

認識力を維持する働きが報告されています。※

記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶

し、思い出す力のことです。」であるにもかか

わらず、「臨床試験で確認 ヒト試験において

〇〇を摂ることで『記憶力、空間認識力への改

善』を確認！」と、低下した認知機能が有意に

改善した試験結果が得られたことを強調したグ

ラフを表示

19



 

 

＜別紙２＞ 

 

消費者庁ツイッター、フェイスブック 

 

〇「認知症予防に効果あり」等の広告表示に注意！！ 

 

物忘れや認知症の治療又は予防に根拠のあるサプリメントや特定の食品はあ

りません。ご注意ください。 

また、認知機能に関する機能性表示食品が販売されていますが、対象者の範囲

や機能性の内容が限定されています。ご自分に適した食品であるか、広告等の表

示内容をしっかりご確認ください。 

 

ツイッター https://twitter.com/caa_shohishacho 

フェイスブック https://www.facebook.com/caa.shohishacho 
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＜参考資料１＞ 

〇不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）（抄） 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号の

いずれかに該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実

際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と

同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るもの

よりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消

費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるも

の 

二、三（略） 

 

〇健康増進法（平成十四年法律第百三号）（抄） 

（誇大表示の禁止） 

第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示を

するときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項（次条第三

項において「健康保持増進効果等」という。）について、著しく事実に相違

する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 

２（略） 
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＜参考資料２＞ 

 

機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく 

事後的規制（事後チェック）の透明性の確保等に関する指針概要 

（令和２年３月 24 日消表対第 518 号、消食表第 81 号消費者庁次長通知） 

 

消費者庁では、機能性表示食品に関して、法執行の方針の明確化を図るため、

事後チェック指針を令和２年３月に策定した。当該指針では、機能性表示食品の

科学的根拠に関する事項のほか、広告その他の表示上の考え方等を定めている。

後者については、顧客を誘引するために用いられている表示要素別に、届出され

た機能性の範囲を逸脱するなどにより景品表示法等の法令上問題となるおそれ

のある表示の事項を以下のとおり整理し、重点的な事後チェックを行っている。 

 

（１）解消に至らない消費者の健康上の不安や悩み等の例示 

 

（２）届出された機能性の範囲を逸脱した表示 

    ・許可成分以外の成分を強調した表示 

    ・医薬品的効果効能の標ぼう 

    ・対象者範囲を逸脱した表示 

 

（３）実験結果及びグラフの過大表示 

 

（４）医師や専門家等の不適切な推奨等 

 

（５）体験談の不適切使用 

 

（６）届出表示又は資料の一部を引用した過大な強調表示 

 

（７）No.1 表示等の不適切使用 

 

（８）国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示 
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〔事業内容〕

○改善の必要な虚偽・誇大の疑いのある広告を含むサ
イトの抽出

○改善を要するサイトから、健康の保持増進効果に関
して専門的な知見を有する者（健康食品アドバイサ
リースタッフ等）による違反の蓋然性の高いものを
選定

○改善指導事務の代行

〇健康・予防意識の高まりといったニーズの多様化

が進む一方で、少子高齢化の進展により、健康食

品が広く普及する中、虚偽・誇大な表示や広告が

見受けられる。このため関係機関が連携して厳正

な取締りを実施しているものの、不適正表示はあ

とを絶たない状況にある。

○いわゆる健康食品等を販売するインターネットサ

イトから、改善の必要な虚偽・誇大の疑いのある

広告を含むサイトの抽出事務の請負を実施。

〇平成27年度から同制度に機能性表示食品が追加さ

れ、不適正表示が拡大する可能性がある。

事業概要・目的・必要性 事業イメージ・具体例

○虚偽又は誇大と思われる広告や不当表示の恐れのあ
る宣伝から、違反の蓋然性の高いものを選定するこ
とで、迅速な違反行為の是正が図られるほか、類似
の行為を行う事業者への抑止効果が期待される。

期待される効果
過去の実績

○インターネットにおける健康食品の広告への改善指導（事業者数）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

84 400 336

平成29年度 平成30年度 令和元年度

381 274 278

令和２年度 令和３年度 令和４年度

454 735 407

インターネット等における健康食品等虚偽誇大広告の監視業務

（参考）
健康食品アドバイザリースタッフ

厚生労働省の審議会の提言を受け、平成１４年２月、厚生労働

省は、「保健機能食品やその他いわゆる健康食品について、正し
い情報を提供し、身近で気軽に相談できる人材を養成する。」と
の目的にそって民間団体が行う保健機能食品等に係るアドバイ
ザリースタッフの養成の基本的考え方を通知し、民間５団体にお
いて、育成されている。

資料２－１

※ 令和４年度は、４月～９月の実績である。 23



• 個別事案に応じて、各専門分野の専門家を複数選定し、迅速に適切なレビューを実施するた
めのセカンドオピニオンリーダーを担う中立公正な団体に、当該事業を委託する。

• 健康食品の安全性・有効性データベースを用いた国民への情報のフィードバック（アウトカム）。

消費者庁

ヘルスケア表示指導室

セカンドオピニオンリーダー 臨床系

医学系

薬学系

栄養系

化学系

食品系

レビュー依頼 専門家への依頼 文献検索の実施

成果取りまとめ

・分野別に選定した
複数の専門家の公
正性の確認

・事例を想定し専門
家の組合せを作成

健康食品
安全性・有効性ＤＢ

事業者
消費者

機能成分
評価公表

根拠の実証状況
専門家意見を踏ま
えて措置を決定

健康食品の機能性等に係るエビデンスのセカンドオピニオン事業

資料２－２
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【令和４年度：55件・１月末実績まで】

更新月 素材名 分類 更新月 素材名 分類

1 イグサ 新規 34 ゴマペプチド（LVYとして） -
2 イレイセン 新規 35 パプリカ由来カロテノイド 見直し

3 ウド 新規 36 プロテオグリカン、非変性Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグルコサミン -

4 DHA、EPA、DAGE - 37
プロテオグリカン、非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポ
リメトキシフラボン

-

5 L-オルニチン一塩酸塩、クロセチン - 38
プロポリスエキス（指標成分:アルテピリンC、クリフォリン）、クルクミ
ン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラク
トン、大豆由来ホスファチジルセリン

-

6 ウヤク 新規 39 マスリン酸、Ｎ-アセチルグルコサミン -
7 ガマ 新規 40 クワンソウ /アキノワスレグサ由来オキシピナタニン 見直し
8 カワラタケ 新規 41 ピニトール 新規

9 アスタキサンチン、GABA - 42
ラフマ由来ヒペロシド トト、ラフマ由来イソクエルシトリン、ヒハツ由来ピト
ペリント類

-

10
エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸・α－リノレン酸）、ブラックジンシトト
ャ゙ー由来ポリメトキシフラボントト

- 43 ルテオリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン -

11 アサ 新規 44 ローズヒップ由来ティリロサイド、モノグルコシルヘスペリジン -
12 CBD 新規 45 赤パプリカ由来キサントフィル、ロダンテノンB -
13 ケシ 新規 46 ベータカロテン（肌） 見直し
14 ヒナゲシ 見直し 47 ベータカロテン（鼻の不快感） -
15 DAGE 新規 48 ホスファチジルコリン 見直し
16 ソリザヤノキ 新規 49 温州みかん由来ヘスペリジン、温州みかん由来ナリルチン -

17 テンニンカ 新規 50
桑の葉由来イミノシュガー、キトサン、茶花サポニン、ブラックジン
ジャー由来ポリメトキシフラボン

-

18
グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、サラシア由来サラシ
ノール

- 51 越後白雪茸由来ピロールアルカロイド 新規

19 米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチン - 52 黒大豆ポリフェノール（血管の柔軟性） -
20 グルコシルセラミド、ヒハツ由来ピぺリン類 - 53 黒大豆ポリフェノール（疲労感） -
21 クロセチン、アスタキサンチン - 54 桑の葉由来イミノシュガー、バナバ葉由来コロソリン酸 -
22 L-エルゴチオネイン 新規 55 乳酸菌、フラクトオリゴ糖 -
23 L-アラビノース 新規
24 L-シトルリン 見直し
25 アンセリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン -

26
ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール・6-ショウガオール)、米
由来グルコシルセラミド

-

27
ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブ
ラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン

-

28 Saccharomyces cerevisiae NK-1 -
29 クマイザサ由来ホロセルロース 新規

30
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ビフィズス菌、Ｎ-アセ
チルグルコサミン

-

31 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、グルコシルセラミド -

32 プロテオグリカン、非変性Ⅱ型コラーゲン -
33 プロテオグリカン、N-アセチルグルコサミン -

9月

セカンドオピニオン事業　素材情報データベース更新一覧

10月

11月

12月

1月

4月

5月

6月

7月

8月

資料２－３
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食品表示基準の改正概要

１．食物アレルギーに関する義務表示事項の追加

【概要】

食物アレルギーに関する表示について、医療機関等の専門
家の意見を踏まえ、現在「特定原材料に準ずるもの」として
任意の表示を奨励している「くるみ」について、義務表示と
なる「特定原材料」に移行させた。

【改正対象条項】別表第14

【施行期日】令和５年３月９日から約2年間の経過措置

（理由）①消費者及び事業者に対する周知、②事業者にお
ける原材料や製造方法の再確認、③事業者における容器包装
の改版に時間を要するため。

２．「特定遺伝子組換え」に係る形質等の追加

【概要】

今後、組換えDNA技術を用いることで、エイコサペンタエ
ン酸（EPA）及びドコサヘキサエン酸（DHA）産生の形質を
有したなたね（以下「EPA及びDHA産生なたね」という。）
が厚生労働省による安全性審査を経て国内流通することが見
込まれることから、「特定遺伝子組換え」に係る表示義務の
対象として、当該形質と対象となる加工食品を規定するほか、
対象農産物として「なたね」を追加した。

【改正対象条項】別表第18

【施行期日】令和５年３月９日から公布日施行

（理由）EPA及びDHA産生なたねは、新規の遺伝子組換え
農産物であり、国内で既に流通しているものではないこと
から、表示ルール創設に伴い経過措置の必要はない。

◎今回の食品表示基準（以下「基準」という。）の改正事項は以下のとおり。

29



食物アレルギーに関する義務表示として「くるみ」を追加する理由
食物アレルギーに関する表示について、
①3年度ごとに実施している食物アレルギーによる健康被害に関する実態調査の令和３年度結果において、平成30年度調査に続き、
「くるみ」の症例数割合が増加しており、増加が一過性とは考えられないこと、

②食品中のくるみの有無を科学的に検証するためのくるみの公定検査法の確立の見通しがたったこと、
から、「くるみ」を「特定原材料に準ずるもの」から「特定原材料」に移行させた。

アーモンド、あわび、いか、い
くら、オレンジ、カシューナッ
ツ、キウイフルーツ、牛肉、く
るみ、ごま、さけ、さば、大豆、
鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラ
チン

えび
かに
くるみ
小麦
そば
卵
乳
落花生

えび
かに
【新設】
小麦
そば
卵
乳
落花生

特定原材料
（基準別表第14）

特定原材料に準ずるもの
（通知で措置）

アーモンド、あわび、いか、い
くら、オレンジ、カシューナッ
ツ、キウイフルーツ、牛肉、
【削除】ごま、さけ、さば、大
豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつ
たけ、もも、やまいも、りんご、
ゼラチン

特定原材料
（基準別表第14）

特定原材料に準ずるもの
（通知で措置）

【くるみの公定検査法の開発状況】（令和５年３月９日で次長通知等を改正済み）

１．原則として、試料中の抗原量を定量する定量検査法（ELISA法)を実施する。
定量限界は、陽性と判定される10μg/gを充分に定量できるようにするため、従来の

特定原材料に係る検査法と同程度の精度を確保している。

２．くるみと交差抗原性をもつペカンナッツは、使用量によっては定量検査法（ELISA法)
において陽性結果が出ることもがあるが、必要に応じて定性検査法（PCR法）※で確認検査
を行う。

※定性検査法（PCR法）
食品に特異的なDNA領域を検出する方法。
検出感度は、定量検査法（ELISA法）で定量された10μg/gを充分に検出できるように
するため、従来の特定原材料に係る検査法と同程度のものとする。
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直近4回のアレルギーによる健康被害に関する全国実態調査結果
食物アレルギーによる即時型症例・ショック症例数の推移 ※消費者庁において、過去の全国実態調査より作成

年度 上段：原因食物（症例数の順位）、中段：件数、下段：調査年における割合

平成24
年度

解析対象
2,954件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

イクラ
（５）

エビ
（６）

ソバ
（７）

キウイ
（８）

くるみ
（９）

大豆
（10）

バナナ
（11）

ヤマイモ

（11）
カニ
（13）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（14）
モモ
（14）

ゴマ
（16）

サバ
（17）

サケ
（18）

イカ
（18）

鶏肉
（20）

1153 645 347 151 104 80 65 41 40 28 24 24 19 18 13 12 11 10 10 7

39.0 21.8 11.7 5.1 3.5 2.7 2.2 1.4 1.4 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2

平成27
年度

解析対象
4,644件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

イクラ
（５）

エビ
（６）

キウイ
（７）

くるみ
（８）

ソバ
（９）

大豆
（10）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（11）
バナナ
（12）

カニ
（13）

ヤマイモ

（14）
モモ
（15）

リンゴ
（16）

サバ
（17）

ゴマ
（17）

サケ
（19）

アーモンド

（20）

1626 1034 581 260 180 134 95 74 71 55 50 37 35 33 27 25 19 19 15 14

35.0 22.3 12.5 5.6 3.9 2.9 2.0 1.6 1.5 1.2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3

平成30
年度

解析対象
4,851件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

イクラ
（６）

エビ
（７）

ソバ
（８）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（９）
大豆
（10）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（11）
バナナ
（12）

ゴマ
（13）

モモ
（14）

ヤマイモ

（15）
アーモンド

（16）
カニ
（17）

ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（18）
サケ
（19）

イカ
（20）

1681 1067 512 251 247 184 121 85 82 80 77 38 28 24 22 21 20 15 14 13

34.7 22.0 10.6 5.2 5.1 3.8 2.5 1.8 1.7 1.6 1.6 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

令和3
年度

解析対象
6,080件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

イクラ
（６）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（７）
エビ
（８）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（９）
大豆
（10）

ソバ
（11）

ヤマイモ//ナガイモ

（12）
ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（13）
カニ
（14）

アーモンド

（15）
木の実類※

（15）
ゴマ
（16）

バナナ
（17）

魚類
（18）

ピスタチオ

（19）

2028 1131 533 463 370 300 174 152 87 79 69 48 45 42 34 34 33 29 28 22

33.4 18.6 8.8 7.6 6.1 4.9 2.9 2.5 1.4 1.3 1.1 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4

年度 上段：原因食物（症例数の順位）、中段：件数、下段：調査年における割合

平成24
年度

解析対象
2,954件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

エビ
（５）

イクラ
（６）

ソバ
（７）

バナナ
（８）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（８）
くるみ
（10）

カニ
（11）

大豆
（11）

キウイ
（11）

リンゴ
（11）

コメ
（11）

サバ
（11）

イカ
（11）

15品目
（18）

77 66 64 20 14 12 11 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 1

25.1 21.5 20.8 6.5 4.6 3.9 3.6 1.6 1.6 1.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3

平成27
年度

解析対象
4,644件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

エビ
（５）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（６）
イクラ
（７）

キウイ
（８）

くるみ
（８）

ソバ
（10）

カニ
（11）

大豆
（12）

アーモンド

（12）
サバ
（14）

バナナ
（14）

モモ
（14）

ヤマイモ

（14）
豚肉
（18）

27品目
（19）

136 124 94 27 15 10 9 7 7 6 5 4 4 3 3 3 3 2 １

27.8 25.4 19.2 5.5 3.1 2.0 1.8 1.4 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2

平成30
年度

解析対象
4,851件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

エビ
（６）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（７）
そば
（８）

イクラ
（９）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（10）
大豆
（11）

カカオ
（12）

バナナ
（13）

オオムギ

（13）
ココナッツ

（13）
ブリ
（13）

ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（13）
マグロ
（13）

アーモンドを含む27品目

（19）

125 118 87 42 38 18 15 14 12 8 5 3 2 2 2 2 2 2 １

23.9 22.5 16.6 8.0 7.3 3.4 2.9 2.7 2.3 1.5 1.0 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2

令和3
年度

解析対象
6,080件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（６）
イクラ
（７）

エビ
（８）

ソバ
（９）

大豆
（９）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（11）
アーモンド

（11）
ピスタチオ

（13）
木の実類※

（13）
ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（15）
ヤマイモ/ナガイモ

（16）
ゴマ
（16）

ペカンナッツ

（18）
ホタテ
（18）

156 144 98 58 46 30 20 13 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3

23.6 21.8 14.8 8.8 7.0 4.5 3.0 2.0 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5

○即時型症例数の推移

○ショック症例数の推移

※木の実類の分類は不明
31



くるみの即時型食物アレルギーの症例割合の増加傾向

「令和３年度即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」

 木の実類の内訳をみると、くるみの増加が著しい。

調査結果・考察（抜粋）

 木の実類の増加傾向について2005年以降
の傾向をみると、上位品目の鶏卵・牛乳・
小麦がほぼ横ばいであるのに対して2014
年以降、木の実類は増加している。

即時型食物アレルギーの原因食物としてのくるみの増加は一時的な現象ではない。

1.6

くるみ

木の実類の症例数比率の推移

1.6
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食物アレルギーに関する表示の諸外国の動向
諸外国では、表示対象を「木の実類」等の広範囲で指定しているケースも存在。
しかし、患者の食品選択の可能性を過度に制限しないとの観点から、できるだけ個別品目を指定することが適当。

国 指定 品目名
で指定

「木の実類」
で指定

「木の実類（○○、
△△、…）」
で指定

日本 アーモンド、くるみ、カシューナッツ 〇

CODEX
木の実類 ※範囲は明確ではない
コーデックス食品表示部会からの要請に応じ、専門家会議では以下について助言をしている（2021年5月10
日公表）。
・「木の実類」の範囲を明記（アーモンド、カシューナッツ、くるみ、

ピスタチオ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ）

〇

米国
木の実類(アーモンド、ペカン、くるみ等)
※FDAによる業界向けガイダンスにおいては、木の実類とみなされるものとして、アーモンド、ビーチナッツ、ブラジルナッ
ツ、バターナッツ、カシューナッツ、クリ（中国種、アメリカ種、ヨーロッパ種、セガン種）、チンカビングリ、ココナッツ、
ヘーゼルナッツ、ギンナン、ヒッコリーナッツ、ライチーナッツ、マカダミアナッツ、ペカンナッツが挙げられている。

〇

EU
木の実類（アーモンド、カシューナッツ、クイーンズランドナッツ、く
るみ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、
マカダミアナッツ）

〇

スイス
木の実類（アーモンド、カシューナッツ、クイーンズランドナッツ、く
るみ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、
マカダミアナッツ）

〇

オーストラリア・
ニュージーランド

木の実（アーモンド、カシューナッツ、くるみ、ピスタチオ、ブラジル
ナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、マカデミアナッツ、松の実） 〇

カナダ アーモンド、カシューナッツ、くるみ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、
ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、マカデミアナッツ、松の実 〇

韓国 くるみ、松の実 〇

中国 木の実類 ※範囲は明確ではない 〇
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食物アレルギーに関する表示対象となる品目の範囲について
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遺伝子組換え食品に関する表示に関する現行制度の概要
遺伝子組換え農産物や特定遺伝子組換え農産物（※）としての義務表示については、加工食品は基準第３条、生鮮食品は基準

第18条に、それぞれ表示方法が規定されている。
（※対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。消費者への情報提供という観点から、組成・栄養価が変わっている
ことと併せて遺伝子組換え技術を用いて作出されたことを表示することとし、平成14年１月から表示義務化。）

遺伝子組換え農産物としての義務表示の対象 特定遺伝子組換え農産物としての義務表示の対象
• 厚生労働省において安全性が確認された農産物９種類
（基準別表第16）

• ①～⑨を原材料とした33加工食品群（基準別表第17）
→ 加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生
じたたんぱく質（以下「DNA等」という。）が残存する
もの。

• 遺伝子組換え農産物のうち、組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、
組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる特定遺伝子組換え農産物２種類
（基準別表第18）

① ステアリドン酸産生大豆 ② 高リシンとうもろこし

• ①②を主な原材料とした加工食品（基準別表第18）
→ 組み換えられたDNA等が残存しない加工食品についても、ステアリドン酸
等の「形質」を分析することで遺伝子組換え農産物であることが判別可能な
ため、義務表示の対象。

（表示例）
「食用大豆油（ステアリド
ン酸産生遺伝子組換え）」

（製品例）脱脂加工大豆
（ステアリドン酸の形質が失われている。）

特定遺伝子組換え表示
表示義務あり

通常の遺伝子組換え表示
ルールに則り、組み換えら
れたDNA等が残存するもの

は、表示義務の対象

ステアリドン酸産生
遺伝子組換え大豆

組み換えられたDNA等は残存しないが、
ステアリドン酸の形質を有する大豆は遺
伝子組換え大豆しか存在しないため

遺伝子組換え
大豆

遺伝子組換え表示
表示義務あり

遺伝子組換え表示
表示義務対象外

製品に組み換えられたDNA
等が残存しないため

特定遺伝子組換え表示
表示義務ありしょうゆ

脱脂により形質が
除去された加工食品

① 大豆 ④ なたね ⑦ てん菜
② とうもろこし ⑤ 綿実 ⑧ パパイヤ
③ ばれいしょ ⑥ アルファルファ ⑨ からしな
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特定遺伝子組換え農産物に関する表示に関する改正内容

別表第18（第３条、第18条関係）

今般、厚生労働省による安全性審査を経て、EPA及びDHA産生なたねの国内流通が見込まれることとなった。
EPA及びDHA産生なたねは、組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異

なるものと定義される「特定遺伝子組換え農産物」に該当するため、「特定遺伝子組換え農産物」として義務表示の対象を規
定している基準別表第18の上欄に「エイコサペンタエン酸（EPA）産生」及び「ドコサヘキサエン酸（DHA）産生」を追加
するとともに、それらに係る中欄及び下欄に、それぞれ表示を要する加工食品及び「なたね」を追加した。

形質 加工食品 対象農産物

ステアリドン酸産
生

１ 大豆を主な原材料とするもの（脱脂されたこ
とにより、上欄に掲げる形質を有しなくなったも
のを除く。）
２ １に掲げるものを主な原材料とするもの

大豆

高リシン
１ とうもろこしを主な原材料とするもの（上欄
に掲げる形質を有しなくなったものを除く。）
２ １に掲げるものを主な原材料とするもの

とうもろこし

エイコサペンタエ
ン酸（ＥＰＡ）産
生 １ なたねを主な原材料とするもの（上欄に掲げ

る形質を有しなくなったものを除く。）
２ １に掲げるものを主な原材料とするもの

なたね
ドコサヘキサエン
酸（ＤＨＡ）産生

形質 加工食品 対象農産物

ステアリドン酸産
生

１ 大豆を主な原材料とするもの（脱脂されたこ
とにより、上欄に掲げる形質を有しなくなったも
のを除く。）
２ １に掲げるものを主な原材料とするもの

大豆

高リシン
１ とうもろこしを主な原材料とするもの（上欄
に掲げる形質を有しなくなったものを除く。）
２ １に掲げるものを主な原材料とするもの

とうもろこし

（新設）

別表第18（第３条、第18条関係）

＜改正前＞＜改正後＞
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（注）「遺伝子組換え」表示及び任意表示については、事業者が分別生産流通管理を行っていることが前提。

【義務表示】

「遺伝子組換え不分別」

①単に原材料名のみ表示
（遺伝子組換えへの言及は不要）

②「遺伝子組換えの混入を防ぐため
の分別生産流通管理を行っている」
③「遺伝子組換えでない」

100 ％

5 ％

0 ％

【義務表示】

「遺伝子組換え不分別」

＜改正前の表示制度＞ ＜改正後の表示制度＞

意
図
せ
ざ
る
混
入
率

意
図
せ
ざ
る
混
入
率

【義務表示】 「遺伝子組換え」

遺伝子組換えの任意表示に関する基準を改正し、
ⅰ）分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入を５％以下に抑えているものについては、適切に分

別生産流通管理している旨、事実に即した表示を、
ⅱ）他方、「遺伝子組換えでない｣旨の表示は遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合に限り認めるこ

ととした（令和５年４月１日施行）。
令和３年９月に「食品表示基準について」（平成27年３月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知）を改正し、
改正後の遺伝子組換え表示制度における「遺伝子組換えでない」と判定するための公定検査法を公表。

100 ％

5 ％

GM混入なし
＝不検出

0 ％

①単に原材料名のみ表示
（遺伝子組換えへの言及は不要）

②「遺伝子組換えの混入を防ぐため

の分別生産流通管理を行っている」

③「遺伝子組換えでない」

【任意表示】

遺伝子組換え表示の改正の概要
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外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取組の推進
 厚生労働省「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」の令和3年度改正において、国は、外食事業者等が行う情報提供に関する取組等を積極的に推進する

旨が追記されたこと等を踏まえ、外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供について検討を行う。

 具体的には、食物アレルギー患者が店舗を選び、適切に外食・中食を利用できるよう、事業者における食物アレルギー対応レベルを示すための情報提供のあり方を整
理するとともに、事業者・消費者が食物アレルギーの理解を深めるための普及啓発資料の作成を行う。

 また、本年度、関係者による課題整理や支援策の検討を行う勉強会の開催、外食事業者等に対する研修会の実施することとしている神奈川県海老名市とも適宜連携を
図る。

＜事業者向けパンフレット＞ ＜消費者向けパンフレット＞＜地方公共団体への協力依頼＞ ＜ポスター＆リーフレット（表）＞
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